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求職者支援訓練に係る「三重県地域職業訓練実施計画」を策定 

 

 本年５月２０日に「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法

律」が公布され、１０月１日から「求職者支援制度」がスタートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の、「求職者支援訓練」を、地域のニーズを踏まえ、適切に実施するため、三重労働局

は、県関係部局、有識者、労使及び教育機関等の関係機関で構成する「三重県地域訓練協

議会」を７月２１日（木）に津市内において開催し、「三重県地域職業訓練計画」を別添のとお

り策定しました。 

 

 【別添】 

  三重県地域職業訓練計画 

 【参考資料】 

① 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律について（概要） 

② 求職者支援制度：支援のながれ 

 

 

 

三重労働局職業安定部 

(担 当)  

職業安定部長          水野 忠幸 

求職者支援担当準備室長   塩澤 尚樹 

(電 話) 059-226-2305 

 

 

 求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない求職者の方（＊１）に対し、 

① 無料の職業訓練（求職者支援訓練）を実施し、 

② 本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓

練の受講を容易にするための訓練受講給付金（受講手当（月１０万円）と通所

手当）を支給するとともに、 

③ ハローワークにおいて、個別の就職支援計画による支援を実施することによ

り、安定した「就職」を実現するための制度です。 

＊１雇用保険の適用のなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けら

れない方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方 等 


